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〈研究 ノー ト〉

運輸行政に見 る初期の物流政策

「運輸経済懇談会の記録」か ら見る

中 田 信 哉

1物 流への意識

運輸省 にお ける物流政策の始 ま りは昭和40年 代初頭 だ と位 置づ ける。

もちろん,物 流を構成す る輸送を中心 とす る交通 ・運輸関係 の政策展開

はそれ以前か ら行われていたのは言 うまで もない ことである。 ただ,そ

れ はあ くまで も交通 ・運輸政策 であ り,そ の中 には当然,貨 物輸送 が含

まれてお り,後 か ら解 釈をす るな らそ こには物流政策が あった とい う言

い方 もで きる。

しか し,物 流(物 的流通)な る概念 は昭和30年 代後半 か ら一般化 し始

め,そ れが言葉 と して,概 念 として確立 したのは昭和39年 以降であ る。

したが って,そ れまでの交通 ・運輸政策 の中 に意識 して物流 という概念

が含 まれていたとは言 えない。 明確 に物流 をひとっの経済 の ジャンル と

して意識 し,政 策 に組み込 もうとい う考 え方が生 まれたの は昭和40年

代 に入 ってか らであ る。

これは推測であ るが物流 とい う概念 と言葉が生 まれ,す でに通産省で

そ の方 向で政策展 開が行 われ よ うとして いた ことか ら運輸 省 と して も

「ここで言 っている物流 の中心 は輸送 で はないか。 それ な ら主 管省庁 は

運輸省であ るはずだ」 とい うことで 「遅 れて はな らない」 わけで あるか

ら 「そのための取 り組みが必要であ る」とい うことで 「運輸経済懇談会」
(1)

な る審議会が設置 されたのであろ う。
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この運輸経済懇談会 は 「運輸行政 の重要課題 にっ いて基本的 な方向づ

けをす るため,運 輸大 臣の諮問機関 として昭和42年4月 に発足 した
。同

懇談会 は昭和44年3月 までの2年 間 にわ た り,物 的流通 および都市交

通問題 につ いて・ 自由な立場 で審議 を進 め,多 大 な成果 をお さめ,そ の

幕を閉 じた」 ので 認 。

この懇談会 の設 置 目的 と して次 の三 つの点 が上 げ られてい る
。

(1)運輸省内の既存の各種審議会がおおむね縦割 りの事項 の審議機関で

あって・各部門を横 に眺 めて,運 輸行政 の総 合的な運 営方針 につ いて審

議 す るに適 しない性格 の ものであること

② しかるに,運 輸省 の当面す る重要問題,た とえば物 的流通 の近代化,

大都 市交通問題 などは,い ずれ も部門間の相互調整や,総 合的 な推進方

向の確定 を必要 とす る ものであること

⑧ よ って・このような要請 に応 えるたあに,幅 の広 い協議 の場 を設 け,

各 界有識者 の高次 の意見を求 あて,こ れを行政 の基本的方針策定 の際 の

基礎 と したい

とい うものである。 しか し,こ れ は昭和44年 に 「物流革新 の方 向」が

出版 された時 に書 きこまれた ことであ って,昭 和42年 の懇談会開始時

に どの程度,物 流が意識 されて いたか はよ くわか らない
。 なぜか とい う

と,こ の懇談会の発足 に当た って当時の運輸大臣の大橋武夫氏が挨拶 を

しているがその挨拶 の中 には物流(物 的流通)と いう言葉 は一切
,出 て き

ていない。

ここで は政府の策定 した 「経済社会発展計画」 にお いて 「運輸交通 の

分野」の重要性 を言 い・「交通機関の整備」を進 めて い く必要があ ると言

い,「経済 の効率化,物 価 の安定 などの問題 にいた しま して も
,現 在の よ

うな流通部門 の立ち遅れ の状況 を放置いた してお きま したのでは
,そ の

実現の困難 なことは申す まで もございませんが,こ の場合 にお きま して

も,そ の原因 を探究 してみ ます ると,集 荷 ・出荷体制や輸送 あ るいは保

管 の問題 さらに市場 の機構 や機能の問題か ら卸 ・小売業 の問題 まで,
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果て しな く広 が ってい くのであ ります」と言い,「運輸行政の直面 してお

ります る問題 は海陸空 の各分野 にわた って,こ のほかに もた くさん ござ

いますが,特 に以上 に述べ ま したよ うな問題 すなわち大都市 の交通問

題 と流通 の近代化の問題 とは,そ の関連 す るところが まことに広範囲で

あ ります」 と言 って いるのである。

大橋氏が 自分の言葉で言 っているので はな く,挨 拶 の原稿 は事務局 で

ある運輸省の スタッフが書 いた もので あろうか らこの時点で は後 の運輸

省 の物流政策 とな る方向 とはど うも適合 していない。

また,こ の懇談会 の設 置 に当た って選 ばれた委員 は次 の人 たちで あ

る。

長

員

座

委

中山伊知郎

荒木茂久二

植村甲午郎

大木 穆彦

大来佐武郎

大原総一郎

加田 純一・

工藤昭四郎

権田 良彦

今野源八郎

島田 孝一一

志村 富寿

谷藤 正三

丹下 健三

都留 重人

中川 順

永野 重雄

中Li」素平

(m大 学名誉教授)

(昭和海運社長)

(経済団体連合会会長)

(朝 日新聞論説委員)

(日本経済セ ンター理事長)

(倉敷 レイヨン社長)

(読売新聞論説委員)

(東京都民銀行頭取)

(山九運輸機工副社長)

(東京大学名誉教授)

(早稲田大学名誉教授)

(毎 日新聞論説委員)

(日本大学教授)

(東京大学教授)

(一橋大学教授)

(日本経済新聞編集局長)

(富士製鉄社長)

(日本興業銀行会長)
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二宮 善其

平田敬一郎

宮崎 一雄

0173)

(経済同友会地域開発委員長 ・東洋曹達工業社長)

(日本電子計算開発協会会長)

(日本長期信用銀行会長)

この委員 の構成 を見 た場 合 ,到 底,物 流 が は っ き りと した形 で意 識 さ

れて いた とは言 え な い・ この メ ンバ ー は流 通 シス テ ム化推 進 会 議 の議長

とな る永野 氏 を除 くとそ の後,物 流 とい う ジ ャ ンルで何 か を行 った人 た

ちで は ない。 物流 に は関係 な い人 た ち と言 え そ うで あ る
。 と い うこ とは

委 員会 発 足 時 には物流 とい う もの が は っき り と意 識 され て いなか った と

言 って よ いだ ろ う。 この懇談 会 で物流 とい う もの がそ の名 称 を伴 って明

確 に な って きたの は この懇 談 会 の下 に ワーキ ング ・グル ー プが設 置 され

て か らで あ ろ う。 ワ ー キ ング ・グル ー プ の ス タ ー トは昭 和42年6月6

日で あ る。

ど うい う経 過 で そ うい う話 に な った のか はわか らな いが この懇 談 会 で

は二 っ の ワーキ ン グ ・グル ー プを設 置 す る こ ととな った
。 それ が 「物 的

流 通 ワーキ ング ・グル ー プ」 と 「都市 交 通 ワ ーキ ング ・グル ー プ」 で あ

る。 こ こで初 め て物 流 が この懇談 会 で大 きな位 置 を 占めて審 議 の対 象 と

な った と思 わ れ る。

物 的流 通 ワーキ ング ・グル ー プの メ ンバ ーは下記 の人 た ちで あ る
。

主査

専門委員

都留 重人

東 憲一

岡野 行秀

田沢喜重郎

中西 睦

林 周二

広岡 治哉

(日本開発銀行企画室長)

(東京大学助教授10月 よ り)

(日本長期信用銀行調査部次長)

(早稲田大学助教授)

(東京大学教授)

(法政大学助教授)

この ワ ーキ ング ・グル ー プの人 たち が,特 に大学 の学 者 た ちが そ の後

の物流 の理論 作 りに携 わ って い るの だか らす で に物 流 に意 識 を持
って い

る人 た ちを専 門 委 員 に した と言 え るだ ろ う。 中 で も林,中 西 の両 氏 はそ
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(3)

の後,物 流 の理論や枠組 みに大 いに貢献 した著作 を発表 している。

こうして,う すぼんや りとして いた運輸 行政 における物流 の位置付 け

が ここか ら始 まったと言える。

2ワ ー キ ン グ ・グ ル ー プ の 研 究

この懇談 会 の物流 に対 す る検 討 は こ う して ワーキ ン グ ・グル ー プが行

う こと とな った。そ の検討 の進 め方 は表1の よ うに な って い る。 これ が
(4)

物 流 に対 す る枠組 み と考 え られ る。

表一1物 的流通問題の検討 の進め方について

1.物 的流通費 に関する調査

狙 い=流 通費 とくに物的流通費 は国際的にみて高 いのだろうか。物的流通

費のどの部分が割高 なのだろうか。

比較手法の研究

欧米諸国およびわが国における流通費調査資料の蒐集 ・整理

総流通費比較

個別商品毎の流通費比較

2.流 通技術の改善進歩に関する調査

狙 い:欧 米諸 国に現出,ま た は開発 されつつある革新的流通技術 のうち,

どのよ うな ものがわが国 にとり入れ られ うるのか。 とり入れ られる流

通技術 は,今 後 どの程度普及す る見通 しになるか。

1.新 しい流通技術の内容

a利 点,欠 点

b必 要 とする設備,制 度

c欧 米 における普及状態

2.導 入の可能性

a自 然的条件か らの判断

b経 済的,社 会的条件か らの判断(流 通機構,労 働力など)

cわ が国での普及状況

3.今 後の見通 し
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3.物 資流 動 パタ ー ンの変 化 につ いて

狙 い:経 済成長(産 業構造}地 域構造の変化等を含む)の 結果生ず る流動量

の変化を第1次 接近 と して把握する。

L「 交通施設整備の長期構想」(昭和55年 時点の物資流動量の推定)の 内

容検討

4.各 輸送手段別の費用便益の比較

狙い1各 輸送手段別 の費用便益比較を行 なって,施 設の新増設を行 なう場

合等 にっいての客観的判断基準を得 る。

1.比 較 手法の研究

2,既 存施設 を利用 して輸送する場合の費用便益比較

3.新 規施設を追加す る場合の費用便益比較

5.企 業形態と財源

狙い:物 的流通部門の業種分類(す なわち業種規制)は ,い まのままでよい

か,企 業規模,競 争関係,に っいて改善すべ き点 はないか。

基礎施設整備 のためのぼう大な資金の調達 はいかなる方法によ るべ き

か。

1.企 業 形 態

a新 しい流通技術導入 に適する企業形態

b公 正 自由競争のための企業形態

謀ll;諜転
そ れ は次 の5つ の項 目に分 け られ る。

-

よ

9
臼

Q
U

」
4

p
O

物的流通費

流通技術の改善進歩

物資流通パターンの変化

各輸送機関の費用便益

企業形態と財源

ヨ

これは運輸省 としての物流 の枠 の取 り方 と して は当然 の ものであ るだ
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ろ う。現 在 で あ るな らも う一 段 高 次 の ものが置 かれ る こ と とな るはず で

あ るが この段 階 で は妥 当 で あ る。 この中 で企 業形 態 とい うのが や や わか

りづ らい が それ は物 流 に関係 す る(産 業の)企 業 にお いて 「ど うい う形 態

の,ど うい う規模 の企 業 が適 正 で あ るか」 とい うこ とを考 え る もので あ

る。

この検 討 はそ の過 程 が チ ャー ト化 され て い る。そ れが図4で あ る。昭

和55年 を 目安 と して その段 階 で の輸送 需 要 産業 構 造,経 済成 長 を考 え

て あ るべ き姿 を求 め よ うとい うこ とで あ る。

ここで興 味深 い ことは物 流 近代 化 の方 向 で は運輸 政 策 と して 「共 同一

貫輸 送 」 と 「専用 輸送 」 の二 つ の柱 を置 いて い る こ とで あ る。 現 時 点 で

の研 究 な らこ うい う単純 な結果 は求 め よ う もな いが この時 期 は高 度 経済

成長 の真 った だ中 で あ り,輸 送能 力 の拡大 とい うの が運輸 政 策 と して は

物 流近 代 化 の中 で重 要 と考 え られ た の で あ ろ う。

な お,こ の ワー キ ング ・グル ー プの報 告 は昭和42年12月 の第5回 総

会 に第一 次 の 中間報 告 と して提 出,了 承 され て い る。 っ ま り,こ の後,

改組 され た運 輸 政 策審 議 会 の物 流部 会 の報 告,中 間答 申 とな る ものだ と

考 え られ よ う。

第5回 総 会 へ の報 告 は 「物流 近 代 化 の方 向」 で あ るが第6回,第7回

図一1検 討項目のフローチャー ト

(企業形態)

新技術導入に適する企業形態

自由公正競争のための企業形態

適 正、 規 模

公企業と私企業

(財 源)

=

(輸送手段)(輸 送方式)(輸 送量)

(コストー)團

鉄 道(通 運)

自動車

海 運(港 湾運送)

航 空

↓

(輸送施設)

灘 〕一團一」

一麟 〕一團一園一圏

鵜)

」
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の総会へ の報告 は 「輸送需要 の見通 しと新流通方式 の導入 にっ いて」 で

あ り,更 にその後 は国鉄問題 な どの検討 を行 って いるがそれは直接
,物

流問題 とは言えないだ ろう。

興味深 いのはこのワーキ ング ・グループでは 「しば しば,現 在 の幹線

輸送施設 にはどの くらい追加輸送力があ るのか,今 後,増 大す る輸送需

要 を現存施設で まか ないきれるのか,あ るいは現存施設 の部分改良をす

る程度 ですむ ものか,も しも,そ れで まかないきれないとすれば
,国 民

経済的合理性 か らは鉄道 ・道路 のいずれに新規投資すべ きか,と い う一

連 の疑 問に解答を与え ようとす る動 きがみ られた」 という。

しか し・ この段階で も現在 において もこのテーマ は変わ っていな い
。

そ して,そ の的確 な計算方法 はない。 そ して,こ の ことは運輸 の視点で

ある ことを如実に示 してい る。 もし,物 流 とい う視点 で見 るな ら 「ca-

pacityとdernandを 比較検討 す る ことは不可能 であ った」 とい うこと

は現在で もはっきりと言え るか らで ある。

「輸送需要 の見通 しと新物流方式 の導入 につ いて」 では 「昭和44年 に

早 くも実施を見 た フレー トライナーの導入 を図 るべ きことを提案 した意

義深 い会報告資料であ る」 と しているが このワーキ ング ・グループの検

討 では初 めの報告 となる 「流通技術 の改善進歩 に関す る調査」 において

「輸送手段の多様化 とこれ に対応す る物流管理の必要性を説 いた もので
,

関係方面 に多大 な影響 を与えた画期的な報告であ る」 と言っているよ う

に この時点 において運輸面 か ら見 た物流 のあ り方 を確定 した もの と理解

で きる。

3経 済発展と物的流通革新

昭和42年12月5日 の運輸政策懇談会第5回 にお いて報告 された物的

流通 ワーキ ング ・グループの報告 は 「経済発展 と物 的流通革新」であ る
。

これは物流 に関 しての 「長期 ビジ ョンの想定」 と 「問題点 の指摘」 の材

料 として提示 された ものであ2。
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こ こで の興 味 の焦 点 は現 時 点(平 成9年)に 立 ち返 って そ の当時 の物 流

お よ び物 流 環 境 が ど う見 られ て いた かで あ ろ う。 ここで想 定 され て い た

の は 「今後,10か 年 程 度 を 目途 とす る」と されて い るので 昭和52年 以 降

の もの と考 え られ るが予 測 もで きなか った 「石 油危 機 」(第 一次 昭和48

年)が 到 来 して い るた め に それ を考慮 しなが ら見 て み た い。

まずs「 経済 成 長 は,物 的流 通 に二 っ の要 請 を もた らす」 とい う。そ れ

は次 の もので あ る。

(1)物 流 の量 的 拡大

(2>輸 送 の質 的 向上

「一 般 的 に,輸 送 の水 準 は国 の発展 段 階 に応 じて決 って い る」とい い当

時 の 日本 の状 況 を 「製 造 業設 備 の うち多 くの ものが 先進 国段 階 の設 備 を

備 え た工 業 水準 に到 達 して い るの に比 し,輸 送 に は相対 的遅 れ を見 せ て

い る面 が あ る」 と して,例 えば道 路輸 送 につ い て は 「(わが国において)経

済 成長 と と もに荷 車(馬 車,人 卓),リ ヤ カ ー,三 輪 車,軽 四輪 車,小 型 ト

ラ ック,中 型 トラ ック,へ と進 行 した。今後 は大型 トラ ック,ト レー ラ,

コ ンテ ナへ と進行 す る もの と思 われ る」と言 い,「 現在 のわ が国 の道 路輸

送 水 準 は,こ の意 味 にお いて まだ 中心 的地 位 にあ り,わ が国経 済 の発 展

段 階 に対 して 相対 的 遅 れ を示 して い る といえ よ う」 と結 論 づ けて い る。

こ こで道 路 輸送 を例 に と って述 べ て い るの に は理 由 が あ る。 それ は こ

こまで わが国 の貨 物輸 送 は内航 海 運,鉄 道 中心 で あ り,道 路 輸 送 の シ ェ

ア は きわ め て低 か った。 この こ とが道 路輸 送 の レベ ルの低 さに関係 す る

ことで あ り,運 輸 政策 と して は この段 階 で 自動 車 輸送 の拡充,自 動 車輸

送 産業 の発 展 を 目指 して い た段 階 で あ るか らで あ る。事 実,こ の時点 で

は急 速 に貨 物 輸送 シ ェアの 自動 車担 当部分 が伸 び始 めて い るので あ る・

この こ とはそ の後 に続 く自動 車 中心 の貨 物輸 送 体 系 にっ なが って い くの

で あ る。 す で に昭 和30年 代 半 ば か ら自動 車 輸 送 は急 速 に伸 び始 め て お

り,内 航 海 運 は と もか く,鉄 道 輸送 は急激 に その シ ェアを下 げ始 めて い

た の で あ る。(図 一2)
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図一2輸 送機関別分担率の変化(当 時)

② 域間(全 国)
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注1運 輸省調査による。

2地 域は22ブ ロック別をとった。

そ して 「特 に留意すべ き点」 と して 「わが国 において は
,コ ンテナ輸

送 の ごとき後 に述 べ る異種輸送機関の組 み合わせ輸送方式が未発達 な点

で ある」 と指摘 している。

それは昭和30年 代 の経済成長が大 きく関係 していると考え 「昭和30

年代 にお けるわが国経済 の急速 な発展 は輸送構造 に大 きな変化 を もた ら

した」 と して 「重化学工業化の急速 な進展,臨 海工業地帯 を中心 とす る

新産業立地 の形成,消 費物資の大量流通,都 市化 の急進 に もとつ く巨大

な物量 の大都市集 中,設 備投 資 の急増 によ る建設 資材輸送 の急増 な ど

は,輸 送 の品 且 ロッ ト,地 域,配 送 の形態 を著 しく変化 させ るもので
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あ った」 た あ に,そ れ は 「輸 送 の革 新 に対 す る相 当 な プ レ ッ シ ャ ー と

な った こと は疑 いな い」 とす る。

しか るに この環境 変化 に対 して 「十 分 な技術 革 新 を持 って対応 した と

はい い難 く,む しろ労 働 力増 加 に依 存 した面 が強 か った」 と状 況認 識 を

して い る。 これ を 「世 界 的 な第3次 輸送 革 命 の入 口 に よ うや く到達 しよ

うと して い る水 準 で あ る」 と して い る。

この世 界 的輸 送 革 命 にっ いて この報告 で は次 の よ うに述 べ て い る。

a第 一 次 輸送 革 命(19世 紀初頭以降)・ 産 業 革命(動 力革命)に よ る

鉄 道 ・鋼 船 の登場,主 と して長 距離 輸 送 に著 しい革 新 。

b第 二 次 輸送 革 命(20tlt紀 前半以降)各 輸 送機 関 にお け る技術 革

新 が 大規 模 かっ急 速 に進 展。 ガ ソ リン ・エ ンジ ン,ジ ェ ッ ト ・エ

ン ジ ンの登 場 に よ り輸 送 の大 型化,多 様 化,高 密 度 化,高 速化,

特 に専 用輸 送 化。 輸 送機 関間 の競争 激 化,交 通 安 全 の意 識。

c第 三 次 輸送 革 命 一 一 利用 者 側 の経 営 的 な要 請 。 多様化 した輸送 機

関 間 の合 理 的 な協 同体 制。

っ ま り,こ こで言 お う と して い るの は 「各輸 送機 関間 の協 同体 制 の下

に,各 種 の組 み合 わ せ輸 送 の提供 」 とい うこ とで あ り,コ ンテ ナな どに

よ るの一 貰 輸 送,つ ま り,intermodaltransportation(協 同一貫輸送)の

必要 性 で あ る。 そ の必要性 が具体 的 に述 べ て あ るが結論 と して は 「以 上

の ご とき物 的 流通 革 新 の概 観 に よれ ば,今 後5～10年 間 のわ が国 にお け

る物 的流 通革 新 の主 眼 は,包 装 ・荷 役 の近 代 化 お よび情 報 機 能 の革 新 を

媒 体 とす るintermodalな 輸 送 の組 織 化 とSpecializationの 一 層 の促 進

で あ る といえ るで あ ろ う」 とい う ことにな って い る。

運 輸 革新 技 術 に つ いて は(デ ルファイ ・メソッドによる日本経済 センター

の研究 による)「超 音 速 航 空輸 送 の普 及」「電 気 自動 車 の普 及 」「オ ー トメ地

下 鉄 実現 」 「百 万 トンタ ンカ ーの普 及 」 「旅 客用 ロケ ッ ト垂 直離 陸機 の普

及 」「原子 力船 によ る海上 輸 送 の普及 」「自動 車 の 自動運 転 」「飛行 列 車 の

普 及 」「弾道 輸 送機 の実 現 」「宇 宙航 空 機 の実 用 化」 はいず れ も1973年 か
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ら2000年 までに実現 す ると して いるが,こ の報告で は本 当に実現す る

の はジャンボジェ ッ ト,SSTな どご く少 な く,物 的流通 に影響 は与 え

られないと考 え・ 「したが って,今 後10か 年程度 を 目途 とす る
,わ れわ

れ の検討 の主眼をintermodaltransportationの 実現上 の問題 にお くこ

とが未来技術 の展望か らも不当で はない ことが立証 され よ う」 と してい

る。

こうして,今 後 の物流の革新 としてひ とっの方法が明示 されたわ けで

あ るが そのための必要条件 と して次 の三 つの点 を上 げている
。

α)輸 送技術 の重層的進歩 と輸送機 関の選択

② 資金の確保

(3)必 要労働力の確保

そ して・制約 あ るいは障害 となる ものをや は り
,三 っ上 げてい る。

(1)社 会 資本 の未整備一 交 通基礎 施設,流 通 セ ンター ・トラック

ター ミナル ・コ ンテナヤー ドなどとこれ に関連す る道路 鉄道 など

の建設 と用地取得

② 社会経済的 な条件 の未整理 一 商業構造 ・取 引問題 初期投資 の

確保難,運 輸産業 の零細性 ・競争状況,メ ーカーサイ ドの認識不足,

人材難

(3>制 度 的条件 の未整備 運賃制度,関 係行政機関,法 制

最後 に こう述 べ られて いる。「わが国の経済成長 のテ ンポか ら見 て
,今

後10年 間に は相 当大規模 な交通社 会資本投 資が 可能 であ ると考 え られ

るので,こ のよ うな大 巾な社会 資本投 資が行われ る時期 こそ物的流通革

新を強力 に推進 す る好機であ るといえよ う」。

この報告 で は経済成 長の中で貨物輸送 においては 「量的拡大」 と 「質

的向上」を合 わせ て行 うべ きだ と してそのための条件整備(特 に社会資本

拡充)を 行 い,そ の中心 とな るものに協同一貫輸送 を置 くことを示 して

いるのであ る。

この報告 の内容 はその まま,昭 和48年 の第一次石油危機の到来 によ
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る経済体質 の変化 まで は続 くのであ る。 この報告 は昭和42年 で あるが

この報告の認識 はすで に昭和30年 代 に示 され お り,運 輸行政 と して は

その線 を約15年 程度 は継続 で きた。現在 の貨 物輸送 に関係す る体制の

基礎 とな った ものと考 えてよいだ ろう。

ただyこ れが 「物流政策」だ とい うことには現在 の物流理解か ら言 う

な ら疑問があ る。 これ は物流 というよ りもあ くまで も貨物輸送で あ り,

そのため 「交通政策」 「運輸政策」以外 の何者で もない。 もし,「物流 に

対す る対応」 という意味での物 流政策であ るとした ら物流 とい うものに

っいての分析 は十分 に行われていない。

物流 を貨物輸送需要 の量 的 ・質 的な もの と見 る傾 向は この初期 の時点

で も運輸行政 にあ ったので はないのだ ろうか。 この物流 のポ ジシ ョニ ン

グがその後 の運輸省 の物流政策 に影 を引 くこととなる。貨物輸送 を物流

と考 え,物 流 を ビジネスや マーケテ ィングの中で見 ることがで きない,

とい うことか ら昭和50年 代以降,物 流 の激 しいその体質変化 に運輸省

は後追い的 に対応せ ざるを得ない こととな るし,国 鉄(JR貨 物)の 貨物

輸送 の復権 がで きな くな り,ま た,モ ー ダル シフ ト政策 において有効 な

手 が打 てないとい うことにつなが って くる。

4協 同 一 貫 輸 送 に係 わ る タ ー ミナ ル 問 題

物流流通 ワーキ ング ・グループは運輸経済懇談会第9回 において協同

一貫輸送 に係 わ るター ミナル問題の報告 を行 っている。 それ は 「わが国

物的流通革新 の一方 の担 い手 はy雑 貨輸送 における協同一貫輸送 であ る

が,こ の システ ム輸送 が真 に開花 す るカa否か の(
6)て い るの は・

ター ミナル機能 であろ う」 とい う認識 によるものであ る。

その理由 と して は 「協同一貫輸送 において は,各 輸送機関が,そ れぞ

れの特長を最大限 に活 か しつっ,複 雑多様化,高 度化す る輸送需要 に対

応 しようとす るものであるか ら,各 輸送機 関の結節点 での連携 円滑化 が

されない限 り,す ぐれた システ ム輸送 を実現す ることは不 可能だか らで
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あ る」 と述 べ られて い る。

こ こで ター ミナ ル とい う もの を上 げ,そ れ を機 能 的 に三 分 類 して い

る。 それ に よ る と ター ミナ ル とい うもの に は次 の三 種 が あ ると い う
。

イ 積 み換 え ター ミナ ル

ロ 混 載 ター ミナ ル(フ レー ト・ステー ション)

ハ 配送 セ ンター(ス トックポイン ト)

しか しf「今 後推 進 す べ き協 同一 貫輸 送 に係 わ る ター ミナル」は この イ

の機 能 を第一 義 と しなが らロの性 格 も欠 くこ とが で きず
,ハ の性 格 も補

助 的 な機 能 と して付 加 す る ことが必 要 だ とい う。

こ う した新 しい機 能 を持 っ た タ ー ミナ ル を こ こで は 「複 合 タ ー ミナ

ル」 と呼 ぶ こ とに して い る。 この複 合 ター ミナ ル の望 ま しい あ り方 は

「従 来 ・ 各輸 送 機 関 が各 自保 有 して い た ター ミナ ルを地 理 的 に集 約 して
,

輸送 経 路 の合理 的 な選 択 を極 力容 易 な ら しめ るよ うな構 造 を有 す る ター

ミナルへ積 極 的 に変 革 す る こと」 と し,「 この複合 ター ミナル こそ,多 様

な輸送 方 式 が とれ るよ うに各 種 の輸 送 機 関 の 有機 的連 携 が十 分 に図 られ

た協 同一貫 輸 送 時代 にふ さわ しい大 規模 ター ミナル で あ る」 とす る
。

この複 合 ター ミナル の物流 革 新 へ の貢 献 は次 の点 で あ る とい う
。

イ 混 載業 務 の一 元化

ロ 集配 業 務 の一 元 化

ハ ス トック ポイ ン ト機 能 に よ る輸 送 活動 と保 管 活動 の合 理 的結 合

二 情 報 サ ー ビスの提 供

こ う して雑 貨輸 送 の体 系 へ の時 期 が述 べ られ る
。 それ は協 同一 貫輸 送

と複 合 ター ミナル を柱 と して 「鉄 道 駅 の集 約 」「内航 海運 に お け る大 量 集

散港 間 を結 ん だ ル ー トの開 発」 「大 型 トレー ラによ る輸送 」 「航 空 貨 物輸

送 」 を展 開 す る こ とを考 え て い る。

これ らは いか に も奇異 な感 じが す る ものの す で に この時 点 で は 「国 鉄

財 政 再 建推 進 会 議関 係 資 料」 に見 られ る懇 談 会 の第 一 部 会 審議 に国鉄 再

建 が 上 げ られ て お り・ その 中 に 明確 に はな って いな い ヤ ー ド問 題 が取 り
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上 げ られ て い る。それ はそ の後,現 れ て くるヤ ー ド方 式 の輸 送 を廃 止 し,

ヤ ー ド集約 によ り二 点 間 輸送 に移 る こ とを予 測 して い るの だ ろ うし,内

航 海運 の ル ー ト開 発 が そ の後,長 距離 フ ェ リーの主要 な ル ー トとな り・

自動 車 輸送 と結 びつ くこ とを考 えて い るはずで あ る。 大型 トレー ラのみ

は経 過 は良 くな いが お お むね,運 輸 省 と して は これ らの政策 に取 り組 む

こ とを決 め て いた の だ ろ う。

この複 合 ター ミナ ルの配 置 は 「内航 雑 貨 輸送 の ター ミナル港 を有 す る

都 市」「鉄 道大 型 コ ンテナ直 行列 車(フ レー トライナー方式)タ ー ミナル の

設 置 され る都 市 」 「人 口50万 人以 上 の都 市 」 に配 置 すべ き こ とを言 い,

地 方 都市 に お いて は 「自動 車 ター ミナ ルの整 備」 を上 げて い る。

そ して,複 合 ター ミナ ル に関係 す る問題 と して は以下 の こ とが上 げ ら

れて い る。

(1)複 合 ター ミナル と流通 団 地

(2)複 合 ター ミナ ル と商 業取 引流通

(3)複 合 ター ミナ ル の建 設 主 体

(4)複 合 ター ミナル の運 営 主体

(5)連 絡 道路 の整 備

こ こで 上 げ られて い る こ とは当然 の考 え方 に基 づ くもで あ るが そ の う

ち(1)の み は具体 的で あ る。それ は昭 和41年 に 「流 通 業務 市街 地 整 備 に関

す る法律 」 が5省 共 管 で 成 立 して お り,こ の法 律 に基 づ く流 通 団地 の建

設 に関 して 「複 合 ター ミナ ルの構 想 を導 入 す べ き」 と言 って い るの で あ

る。

以 上 の よ うに複 合 ター ミナル構 想 を展 開 して い るが この こ とは新 た な

タ_ミ ナ ル を作 って い こ う とい う もの で は な く,こ れ まで存 在 して い

た,あ るい は これか ら整 備 され る輸送 基 地 にっ いて の考 え方 を提 示 した

もので あ る。 そ れ は単 純 に運輸 省 の考 え て い る運 輸拠 点 につ い て の思 想

を表 わ して い る もの といえ よ う。

こ こで も物 流 と は雑 貨 輸 送 の こ とを 言 って い る よ うな 気 が す るが大
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体,雑 貨 輸 送 な ど と言 う こ と自体 が物 流 的 で な い(雑 貨 とはゼネラル .

カーゴのこと。大部分の消費財や商業貨物はこの中に含まれる)
。

5物 流 政 策 へ の 展 開

物 的 流 通 ワー キ ング ・グ ル ー プ の運 輸 政 策 懇 談 会 へ の 報 告 は も う一

っ,昭 和44年3月 の第12回 に対 して行 わ れ て い るが それ は 「通運 問題

へ の検討 」 で あ る。 しか し,こ れ は 「いわば,圧 倒 的 多数 派 の トラ ック

事 業 が握 って い る貨 物 のな か に は,国 民経 済 的 に見 て鉄道 輸 送 に適 す る

ものが 相 当部 分 あ る と思 われ るの で あ って,さ きに提 案 され た フ レー ト

ライ ナー輸 送 に トラ ック事 業 に よ る鉄 道利 用 方式 が織 り込 まれて い る よ

うに,新 しい輸 送 方式 を通 じて鉄 道 のセ ー ル ス機 能 の不 足 を補 うとい う

の も・ 有 力 な一 策 で あ ろ う」 とい って し・る よ うに国鉄 再 建 のた め に通 運

事 業 が ど うあ るべ きか を い った もので あ る,と 考 え られ{7)'d。

しか し,現 在 か ら振 り返 って み る に鉄道 輸 送 の復 権 は実現 せず
,国 鉄

は民 営 化 され,平 成2年 に は 「通 運 事業 法 」 も廃 止 され た
。 この 問題 は

物 流 革 新 に お い て は将 来 は と もか く,現 時 点 で は位 置 づ け はで きな く

な って い る。 そ こで,こ こで は省 略 す る
。

この運 輸経 済 懇 談会 の記録(物 流革新の方向)に は この物 的流 通 ワー キ

ン グ ・グル ー プの中間 報告 の ほか に 「物 的流 通 ワ ーキ ング ・グル ー プ資

料 」 「総 会 資料 」 「国鉄 財 政再 建 推 進会 資 料 等」 が載 せ られ て い るが そ の

中 で興 味 を引 かれ るのが総 会 資 料 で あ り,そ の中 で の 「物 的流 通 にっ い
Cs)

て」 であ る。

総会資料 は運輸政策懇談会 の総会において議論 が され た時 に提 出され

た ものであ る。その大半 は従来 の運輸及 び輸送需要 に関す るものであ る

が その中 で 「物 的流通 にっ いて」で は この懇 談会
,物 的流通 ワー キ ン

グ ・グループが 「物流(物 的流通)」 とい うものを どう理解 していたかが

評価で きるだろう。総会 に提 出 され る資料 は事務局 が作成す る ものであ

るか ら運輸省 がど う判断 しているかに もな る
。
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この資料 に基づ き,物 流 とい うものを見てみ る。 ここで はまず,昭 和

30年 代 のわが国 の経済成長 を言 い,そ れ に対応 して 「産業 の再編成 ・技

術開発の強化な どが進め られねばな らない。 とくに,生 産部門 に比べ立

ち遅 れの見 られ る流通部門の近代化 の促進 は重要 な課題で あり,早 急 に

抜本 的改革が図 られねばな らない」 と述べ る。

このことはすでに通産省 の流通 システム化行政 に伴 って言 われている

ことである。 しか し,こ の審議会 の資料 ではい きな り,こ こか ら 「物的

流通部門 に対 す る要請」 として次 の4つ の点 を上げて いる。

a

、D

C

d

輸送保管施設の増強

輸送保管サービスの質的向上と流通費用の低減

合理的輸送体系の形成

交通安全の確保

そ して,「 物 的流 通部 門 の現状 」 と して次 の6つ の点 を上 げて い る。

a

b

C

、G

ρ
)

∫
1

流通基礎施設の不足

自動車輸送の発展二

鉄道輸送の停滞

内航輸送と港湾運送の近代化の立ち遅れ

倉庫機能の変化

物的流通企業の現状

以上 の点を見 るな ら物的流通 といいっつ,実 際 には運輸 のみに限定 し

て言及 してい ることがわか る。 その巾で 「流通基礎施設」 とい う言葉が

出て くるが その内容 は 「鉄道 ・道路 ・港湾等の基礎施設」であ り,ま た,

倉庫機能 の変化 の中で 「倉庫 の機能 は従 来か らの貯 蔵保管機 能 に加 え

て,輸 送,情 報手段 を持 ち,在 庫の迅速 ・正確 な把握,迅 速 な集配 を行

い,荷 主の在庫 の適正化 を図 る方向 にあ り,こ のよ うな機能 を持っ流通

倉庫への脱皮が課題 となって いる」 としてい るが,い ずれ も運輸問題 で

あり,そ うで ない物流 とい う視点で はない。

ここで言 ってい る物 的流通 とい うのは昭和30年 代 の高度経済成長 に
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よ って 「昭和40年 度 には昭和30年 度 に比 べ輸送量 で約2 .3倍,保 管量

で約2・5倍 に達 してい る」 とい う運輸 における量的拡大 を問題 と し
,そ

の ための運輸 能力 の不足 が ほぼすべてで あ るよ うに言 って いるのであ

る。

こう見 て くるとこの懇談会 を通 して,物 流 とい う もの は言葉 と して

「物的流通」を使 っているがそれ は従来の運輸 と同義であ り
,と くに新た

な概念 と しての物流 と運輸 の有機的差異 は見 られない。

また,こ の懇談会で は特 に物流,こ こで言 う物的流通 を定義付 けた り
,

概念規定 を行 っていない。 単純 に 「運輸 の中の貨物 に関す る部分」 を物

流 と理解 した ものと思 える。 で は,物 流 とは何か,と い う議論が まった

くなされないまま,(貨 物に関する)運 輸 イコール物流 と思 い こんでいた

か,と い うとそ うではなかろ う。

この懇談会,特 に基本 的 な作業 部隊 であ る物 的流通 ワー キ ング ・グ

ル ープの主要 メ ンバ ーであ る林 ・中西両氏 は昭和43年 に 日本経済新聞

社か ら 「現代の物的流通」 とい う本 を共編 で出版 してお り,そ の中で物

的樋 の概念規定 を行 お うとしてい るカ・らで あC9).当 然運 輸省 の事務

局 を含 めてそ うい う議論 も行 われた と考 え られ る。 その結果,統 一 的な

見解 を得 ることがで きず,こ の段 階では学問的 な議論 よ りも運輸省 と し

ての守備範囲 と して運輸 を物流 と言 い換 えた と考 えてよいだ ろう
。

物流の概念及び言葉が誕生 したのは昭和39年 賄 でお9.そ して紹

和42年 当時 に は ま だ,そ の言 葉 と概 念 の一 般 的 な普 及 は行 わ れ て い な

い。 通 産 省 で 考 え て いた物 流 は 「多 くの活 動 の統 合 概念 」 で あ り
,そ の

活 動 を ひ とつ ずつ個 別 に取 り上 げ て もそ れ は物 流 とは言 わ な い,と い う

の は その 時 の コ ンセ ンサ スで あ った はずで あ る。

とは言 いっ っ,そ れ は一 部 の物 流 概 念 の設 定 に携 わ った人 た ちの考 え

方 で あ って一 般 に は 「モ ノの流 れ」 で あ り,「 有形 商 品 の流 通 」 で あ り,

「貨物 の流 通」 で あ ると い う見 方 もあ った と思 われ る。

そ して,昭 和42年 時 点 以前 には 「物 的流通(物 流)」 と い う タイ トルを
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持 った 著 作 ・翻 訳 書 は一 切 なか った と い う こ と も上 げて お くべ きだ ろ

う。「輸送 」「保管 」「在 庫 管理 」等 の タイ トル をつ けた もの はあ って も物

流 はな い ので あ る。 か ろ う じて 昭和42年 に西 沢 ・神 山 ・向 野 ・梁 瀬 共

著 『物 的流 通 コス ト低 減 の進 め方 』(日刊 工業新聞社)と い う ものが 見 られ
(11)

る程度 で あ る。

この後,昭 和48年 位 まで に多 くの 人 た ちが 多 くの物 流 関 係 の著 作 を

出版 して い る。 そ こで これ らの人 た ち は 自 らの物 流 の見 解 を述 べ るの で

あ る。

ただ,こ こで気 をっ けて お くこ とはす で に この時 点 で多 くの識者 や研

究者 が知 って い た もので あ るがNCPDM(全 米物流管理協議会)の 物 流

に関 す る定義 が あ り,そ れ は1963年,つ ま り,昭 和38年 に設定 され た

もの で あ り(1967年 改定),こ の後,わ が国 で もよ く利 用 され た もの で あ

るが そ の定義 で は物 流(フ ィジカル ・ディス トリビューシ ョン)に つ いて以

下 の よ うに 言 う。

「物流 は製 造 業 と商 業 に お いて生 産 ライ ンの終 わ りか ら消 費者 に至 る

までの完成 品 の効 率 的 な移 動,あ るい は原 材料 の供 給地 か ら生 産 ライ ン

の始 ま りまで の移 動 に関 す る広 範 な諸 々 の活 動 を示 す 」

これ を見 るか ぎ り,物 流 は その な か に含 まれ る個 別 の活動 で もあ る こ

と とな る。 それ で 言 う限 り,貨 物 に関す る運 輸 も物 流 で あ る と言 って よ

いの で あろ う。 た だ し,そ の後 に改 定 され た定義,及 びNCPDMが 改

組 されNCLM(全 米 ロジステ ィクス協議会)と な って策 定 され た ロ ジス

テ ィクスの定義 にお いて は個 別 の活 動 を 言 うの で な く・ そ の フロー あ る

い は チ ェー ンとい った連 鎖 的 な流 れ の状 態 あ る い は管 理 を 言 う もの と

な って い る。

そ うい う事 情 は と もか く,こ の運 輸 懇 談 会 の段 階 で は貨 物 に関す る運

輸 を物 流 と考 え た。 この こ とが そ れ以後 の運 輸 省 にお け る物 流行 政 に尾

を引 くこ ととな る。 運 輸省 で は 自 らの担 当 す る機 関別 の運輸 が物 流 で あ

る とは考 え なか っただ ろ う。 そ れ はそ の後,設 置 され る 「流 通計 画 官 」
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「貨物流通局」 とい ったす ぐに消 えて い く制度 の採用 に見 られ るもので

あ る。現在 で は運 輸政策局 に関係 す る局長級 の物流担 当の 「総務審議官」

を置 くという形 になっている。

したが って,運 輸 と物流 は違 う,と い うことで運輸省 内で はそれ以来
,

これ まで多 くの議論が あったのだ ろう。 とは言え,省 庁 には担 当の守備

範囲が あるのであるか ら勝手 に物流 を定義 し,そ れを 自らの守備範囲 に

取 り込 む ことはで きない。 そ こで便宜 的 に貨物 に関す る運輸 を物流 と し

た と思 われる。

その もう一 っの理由 は 「時間がなか った」 とい うことで もあろ う
。 そ

れは通産省 が産業構造 審議会の答 申によ って 「流通 システム化行政」 を

展開 し始 めた ことへの対抗 とい う意味で はなか ろ うか。本来,物 流 を検

討す る機関で はない運輸経済懇談会 の中 にあえて物的流通 ワーキ ング.

グループを作 り・短 い時間 の間 に3回 の中間報告を させて いることや流

通 システム化 の主要 な ブ レー ンであ る林 周二氏 を この ワーキ ング ・グ

ル ー プの一員 に して い る こ とで も推 測 で きる もので あ留
。

物流 へ の取 り組 みに通産 省 に よ って先 を越 され た運輸省 が 「物流 は

我 々の守備範囲だ」 とい う意思表示を したものであろ う(男1。

いずれに して も 「そ うで はない」 とい うよ うに思 いっっ
,運 輸省で は

運輸 を物流 と してそ の後 の政策展開 を して きている。 それに具体的変化

が出て きたのはバ ブル期か らその崩壊以後 である。通産省や建設省 との

連携 そ して,総 合物流施策大綱へ と進 むのであ る。

注

(1)こ の運輸経 済懇 談会 の記録 は昭 和44年8月,運 輸 省監修 『物流革 新 の方

向一一 運 輸経 済 懇 談 会 の記 録一一 』(財 団 法 人 ・運 輸 経済 研 究 セ ンター発

行)と して公表 され てい る。以 下,こ の記 録 を もとに述 べ る事 とす る。

(2)こ の項 は同上 書t第1章 「運輸 経済 懇談 会 にっ いて」第1節 によ る
。

(3)林 周 二 ・中 西 睦編 『現 代 の 物 的流 通』(日 本 経 済 新 聞 社 昭 和43年12

月)で あるが この本 はその後,昭 和51年11月 第2版 が 出 され て い る
。第1

版 が編 集 されて い る時期 は懇談 会 の会期 と並行 してい る。
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(4)ワ ーキ ング ・グルー プの活動 にっ いて は同上 「物 流革 新 の方 向」 の第1

章,第2節 に基 づ く。

(5)こ の項 にっ いて は同上 書,第2章 「中間報告 」第1節 経 済発展 と物 的流通

革 新」 によ る。

(6)こ の項 にっ いて は同上書,第2章,第2節 「協 同一 貫輸送 にかかわ るター

ミナ ル問題 の検討 」 に よ ってい る。

(7)通 運 問題 にっいて は同上書,第1章,第3節 「通 運問題 の検討 」 によ る。

(8)以 下 は同上 書,第3章 「総会 資料 」,第1節 「物 的流通 につ いて 」に よ る。

(9)前 記 「現代 の物的流通 」 にお ける第1部 第1章 「物流 の概念 と問題 状況」

で あ るが この項 の執 筆 は林周 二氏 であ る。

(10)中 田信 哉 「『物的流 通』な る言 葉 の誕 生時 の事情 」(神 奈川大学 経済 学会 ・

商経論叢20巻 第2号1985・1)を 参照。

(11)「 現代 の物的流 通第2版 」の巻 末 に参 考文献表 が載せ てあ るがそれ に よ っ

た。

(12)通 産 省 の流 通 システ ム化 行政 とその周 辺 の問題 は林 周二 ・田島 義博 編

「流 通 システム」(日 本経 済新 聞社 昭和45年8月)に 詳 しい。 な お,こ の

本 は昭和51年12月 に第2版 が発 行 されて い る。

(13)産 業構造 審議 会流通部 会 中間答 申 「流 通 システム化 」 が発表 された のは

昭和44年7月 であ り,こ の面で は運輸 経済 懇談 会 の方 が早 い と思 われ るが

同部 会 の第5回 中 間答 申は昭和41年10月 に行 わ れて お り,そ の時 の タイ

トルが 「物 的流 通 の改善 につ いて」 と 「流通 金融 の改善 につ いて」で あ り,

すで に この時点 で物 的流通 につ いて触 れて い る。
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